
関税の課税標準の千円未満の端数を切り
捨て、関税率を掛けた金額

98,765円⇨ 98,000円 × 7.2% ＝ 7,056円

消費税課税標準額は、関税の課税標準に、
関税額の百円未満の端数を切り捨てた金
額を加算した金額

〈関税額の100未満切り捨て 7,056円⇨7,000円〉
98,765円＋ 7,000円＝ 105,765円

消費税の課税標準の千円未満の端数を切り
捨て、消費税率を掛けた金額

105,765円 ⇨ 105,000円 × 7.8% ＝ 8,190円

地方消費税課税標準額は、消費税額の
百円未満の端数を切り捨てた金額

8,190円⇨ 8,100円

地方消費税課税標準に地方消費税率を掛け
て、一円未満の端数を切り捨てた金額

8,100円 × 22 ÷ 78＝ 2,284.615…円

※関税額
1欄目と2欄目の関税額を足して、百円
未満の端数を切り捨てた金額
7,056円＋ 360円＝ 7,416円⇨ 7,400円

関税、消費税及び地方消費税の
合計税額
7,400円＋ 11,600円＝ 19,000円

関税・消費税等の税額計算方法（例）
消費税及び地方消費税の税率が標準税率（消費税 7.8％、地方消費税 2.2％、合計 10％）の場合

※消費税
1欄目と2欄目の消費税額を足して、
百円未満の端数を切り捨てた金額

8,190円＋ 936円＝ 9,126円⇨ 9,100円

※地方消費税
1欄目と2欄目の地方消費税額を足して、
百円未満の端数を切り捨てた金額
2,284円＋ 253円＝ 2,537円⇨ 2,500円

※消費税及び地方消費税の合計税額
9,100円＋ 2,500円＝ 11,600円
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